
　熱中症は、従来、高温環境下での労働や運動活動で多く発生していましたが、近
年、気候変動等による影響により、一般環境における熱ストレスが増大していま
す。この過酷な暑熱環境により、近年、熱中症による死亡リスクも高まっていると
ころです。
　体温調節機能が低下している高齢者や、体温調節機能がまだ十分に発達してい
ない小児・幼児は、成人よりも熱中症のリスクが高く、更に注意が必要です。
　近年、熱中症による救急搬送人員、死亡者数は高い水準で推移しており、国民
生活に深刻な影響を及ぼしています。
　こうした状況を踏まえ、令和3年3月25日に開催した政府の「熱中症対策推進会
議」において策定した「熱中症対策行動計画」に基づき、令和2年度まで原則毎年
7月に実施してきた熱中症予防強化月間を、令和3年度から「熱中症予防強化キャ
ンペーン」（毎年4月～9月）と改め、関係府省庁の連携を強化して広報を実施して
います。また、令和3年度から全国での運用を開始した「熱中症警戒アラート」に
ついて、関係府省庁が連携して多様な媒体や手段で国民に対して情報発信し熱中
症予防行動を促しています。
　熱中症の症状は一様ではなく、症状が重くなると生命へ危険が及びます。しか
し、適切な予防法を知っていれば、熱中症を防ぐことができます。
　このマニュアルは、地方公共団体や教育機関、仕事場のような管理者のいる場
で熱中症予防対策に関わる方々や一般市民の方々に、わが国の一般環境の状況
と熱中症についての科学的知見や関連情報をご紹介するために作成しており、今
般、最新の知見を踏まえて改訂しました。
　ひとりひとりが地球温暖化等の防止に努めるとともに、熱中症についても正しい
知識を持って予防を心がけること、そして、熱中症になったときに適切な処置を行
うことができるよう、多くの方々に本マニュアルが広く活用され、熱中症予防の一
助となることを期待いたします。
　本マニュアルの策定にあたりご協力をいただいた編集委員の皆様をはじめ、関
係者の皆様に厚く御礼申し上げます。
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